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第３章 補完調査 

3.1 食品リサイクル法に関する補完調査 

食品リサイクル状況等が確認できていない食品関連事業者を対象に、食品廃

棄物等の発生状況並びに食品リサイクルの取組を把握するための郵送アンケ

ートを実施した。 

 

3.1.1補完調査対象事業者の選定 

食品リサイクル法補完調査対象事業者（4,200 事業者）の抽出方法として、

以下の方法で実施した。 

 

i)合併、廃業の事業者を除く 

事業者データベースの項目「新規・合併・廃業フラグ」が‘合併’、‘廃

業’である事業者を除く。 

 

ii)次の①から③に該当する事業者を除く 

① 事業者データベースの項目「定期報告の有無」において、平成 21 年

度～令和 3年度に定期報告の提出がある（●が入力された）事業者 

  なお、直近年度の提出状況が入力されていない地方農政局等について

は、該当年度の定期報告受付状況一覧表等により確認する。 

② 事業者データベースの項目「調査点検指導状況」において、平成 18年

以前～令和 4年に何らかの調査を行った記録のある事業者 

③ 事業者データベースの項目「食リ補完調査実施年度」に、‘H25’～

‘R3’が入力されている事業者 

 

iii)主業種が食品関連事業者に該当する事業者を抽出 

事業者データベースの項目「4 業種分別（主業種）」が、‘食品製造業’、

‘食品卸売業’、‘食品小売業’、‘外食産業’である事業者を抽出する。 

ただし、近畿農政局においては、上記 4業種以外の業種が入力されてい

る事業者が多数存在することから、次の業種についても抽出対象に含める

ものとする。 

・ 食料品製造業、清涼飲料・茶・コーヒー製造業及び酒類製造業は、食

品製造業に含める。 

・ 食料品卸売・小売業、酒類卸売・小売業は、‘業種名称＿1’～‘業種

名称＿3’の内容に応じて、食品卸売業又は食品小売業に含める。 

 

iv)令和 4 年度に定期報告書を受け付けた事業者は調査対象から除く 

令和 4年度に、各地方農政局等において食品リサイクル法に基づく定期
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報告書を受け付けた事業者が抽出されている場合は、調査対象から除く。

（別途受領の定期報告受付状況一覧表による。） 

 

v)調査対象事業者（予備を含む。）を選定する 

ⅳ)までで抽出された中から、調査対象事業者を選定する。なお、宛先不

明等により調査件数が目標を下回る可能性があることを考慮し、食品卸売

業、食品小売業、外食産業合計で 200件程度を予備として加える。 

・ 食品製造業は、全ての事業者を調査対象とする。 

・ 食品卸売業、食品小売業、外食産業については、各業種における売上

高の上位から順に調査対象とする。 

なお、業種ごとの調査対象件数は、3 業種合計の抽出数に占める各業

種の割合に応じて按分することとする。 

 

 

上記方法にて、抽出された補完調査対象事業者数（4,200 事業者）を業種別

に表 3-1に示す。 

 

表 3-1 補完調査対象事業者数 

農政局等 
補完調査対象事業者 

食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業 合計 

北海道 9 52 154 126 341 

東北 10 0 137 105 252 

関東（東京） 22 9 178 400 609 

関東（東京以外） 43 41 315 384 783 

北陸 10 9 55 84 158 

東海 13 81 72 141 307 

近畿 32 130 227 323 712 

中四国 21 63 127 202 413 

九州 44 119 204 202 569 

沖縄 3 1 19 33 56 

合計 207 505 1,488 2,000 4,200 
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3.1.2アンケート調査用紙の作成 

補完調査を行うために、依頼文、アンケート調査用紙等を作成し、発送数分

の印刷を行った。作成した用紙を次ページ以降に示す。 

 

ⅰ）依頼文 

ⅱ）アンケート調査用紙 

ⅲ）別紙 

ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 

ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 

 

作成した依頼文、アンケート調査用紙、別紙、返信用封筒を発送用封筒に封

入し、3.1.1章で抽出した補完調査対象事業者へ発送した。 

発送日：令和 4年 12月 28日 

 

なお、アンケートの返送方法としては、同封した返信用封筒に入れて発送す

るか、もしくは、そのまま FAXにて回答してもらう方法で行った。 

また、農林水産省ホームページに図 3-1に示すとおり、アンケート実施中の

周知文を掲載した。 

図 3-1 農林水産省ホームページ 
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ⅰ）依頼文 
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ⅱ）アンケート調査用紙（その１） 
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ⅱ）アンケート調査用紙（その２） 
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ⅲ）別紙（その１） 
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ⅲ）別紙（その２） 
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ⅲ）別紙（その３） 
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ⅲ）別紙（その４） 
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ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 
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ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 
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3.1.3電話調査 

アンケート調査用紙を発送後、アンケート調査用紙の返信が得られなかった

補完調査対象事業者に対し、電話による督促並びに聞き取り調査を行った。調

査方法を以下に示す。 

なお、調査にあたっては、3.1.1 章で抽出した補完調査対象事業者を回答入

力用のツールへ登録し、郵送等による回答も含めて、全ての調査対象の回答を

ツールで一元管理した。 

電話調査は調査用紙発送後に開始した。 

 

＜電話調査スクリプト＞ 

私、農林水産省からの、食品廃棄物に関する調査を行っております、日本

ソフト販売の   と申します。 

昨年末にお送りいたしました、農林水産省からの調査票について、現在の

ところ、まだご回答の確認の取れていない会社様に確認のお電話をさせてい

ただきました。 

食品廃棄物が有るか、無いかといったことについて、お分かりになる方は

いらっしゃいますでしょうか。 

★担当者不在の場合、出た方に「お分かりになればで結構ですが」と、生ご

みが出るかどうか、1日に何袋くらいか、最後どのように処分しているか

を尋ねてみて下さい。 

 

私、農林水産省からの、食品廃棄物に関する調査を行っております、日本

ソフト販売の   と申します。 

昨年末に、私どもから、食品廃棄物に関する簡単な調査票をお送りさせて

いただきましたが、現在のところまだご回答の確認の取れていない会社様

に、食品廃棄物が有るか無いかといった簡単なご質問 3つほどでしたので、

お聞かせいただければということで、お電話いたしました。 

ただいま、お時間 1、2分差し支えないでしょうか？ 

★食品廃棄物とは？ ⇒ 調理くず、加工残さ、食べ残し等 

 

■御社では、「食品廃棄物」は発生しますでしょうか？ 

 ・無い → 終了 

★「ありがとうございます。この度の調査は、食品廃棄物があった場合に、

量や処理方法をご回答いただくものでしたので、無ければ以上で終了となり

ます。」最後のご挨拶へ。 

  

・ある ↓ 

■1日に、45ℓのゴミ袋だとだいたいいくつ分くらいになりますでしょうか？ 
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★大体で構いません！または「1日に 270 ㎏は出ないですよね？」と尋ねる

と、ほぼ「無い」です。1年間に 100 ﾄﾝを超えるか超えないかが知りたいで

す。目安とする質問です。なので、「うちは 30ℓの袋を使用」とか言われた

ら、それで聞き取って自分で計算。 

 

■発生した廃棄物ですが、例えば産廃業者さんに預けるですとか、一般ごみ

として捨てているですとか、肥料や飼料にするなど、最後どのようにして

いらっしゃいますでしょうか？ 

★いろいろなパターンの回答がありますが、とにかく聞き取っておき、判断

が難しい場合は後で SVに相談。 

 

ありがとうございます。お電話でご回答いただきましたので、調査票は破

棄していただいてかまいません。 

お忙しいところ、ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

●調査結果につきましては、すべて統計として処理されますので、個別の情

報が外部に公表されることはありませんので、ご安心下さい。 

 セールス目的で使用されることも一切ありません。 

 

●食品廃棄物の削減や、リサイクルの促進に向けた取り組みの一環として、

調査を行っております。 

 

【 留守電スクリプト 】 

 私、農林水産省からの調査を実施しております、日本ソフト販売、リサイ

クル調査担当の   と申します。 

 農林水産省からの、食品リサイクルの調査票について、確認したいことが

ありお電話いたしました。 

 お手数ですが、平日の午前 10時から、夕方 5時までに、050-5533-8783へ 

 ご連絡いただけますよう、お願いいたします。失礼いたします。 

 

★45ℓ ～ 1袋 ＝ 16.42ｔ/年間       1/2 ＝ 8.21 

           2袋 ＝ 32.85            1/3 ＝ 5.47 

      3袋 ＝ 49.2           1/4 ＝ 4.1 

      4袋 ＝ 65.7           1/5 ＝ 3.28 

      5袋 ＝ 82.1           

 

・1ℓ ＝ 0.364      ・45ℓが 1 袋/1Ｗ ＝ 3.83 
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3.1.4補完調査結果 

食品リサイクル法に関する補完調査の回答状況を表 3-2 に、業種別を表 3-3

に、農政局業種別を表 3-4、表 3-5に示す。（回答内容に関する割合は、全て廃

業等対象外事業者を除いた実発送数 4,115 件に対する割合とする。） 

 

食品廃棄物等の発生状況が把握できた回答を有効回答とし、有効回答数は郵

送・FAX が 525 件（実発送数に対して 12.8％）、電話調査が 900 件（実発送数

に対して 21.9％）で合計 1,425件（実発送数に対して 34.6％）であった。 

 

表 3-2 食品リサイクル法に関する補完調査の回答結果 

農政局等 送付数 

回答状況 
廃業等 

対象外 
回答率 有効回答 廃棄量 

不明 

回答 

拒否 

電話 

不通 郵便・FAX 電話 

北海道 341 36 81 0 13 15 5 34.8% 

東北 252 51 51 0 5 5 2 40.8% 

関東（東京） 609 45 152 15 104 52 20 33.4% 

関東（東京以外） 783 109 135 4 39 21 16 31.8% 

北陸 158 24 35 0 4 2 7 39.1% 

東海 307 37 73 1 11 11 6 36.5% 

近畿 712 78 171 1 31 24 9 35.4% 

中四国 413 72 63 2 12 7 9 33.4% 

九州 569 67 122 0 30 13 11 33.9% 

沖縄 56 6 17 1 2 2 0 41.1% 

合計 4,200  525  900  24 251 152 85 34.6% 

 

表 3-3 業種別の食品リサイクル法に関する補完調査の回答結果 

業種 送付数 

回答状況 
廃業等 

対象外 
回答率 有効回答 廃棄量 

不明 

回答 

拒否 

電話 

不通 郵便・FAX 電話 

食品製造業 207 43 65 1 18 15 11 55.1% 

食品卸売業 505 80 161 0 24 40 15 49.2% 

食品小売業 1,488 243 392 8 90 33 31 43.6% 

外食産業 2,000 159 282 15 119 64 28 22.4% 

合計 4,200 525 900 24 251 152 85 34.6% 
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表 3-4 農政局業種別の食品リサイクル法に関する補完調査の回答結果（その１） 

農政局等 業種 送付数 

回答状況 

廃業等 
対象外 

回答率 有効回答 
廃棄量 
不明 

回答 
拒否 

電話 
不通 郵送・

FAX 
電話 

北海道 

食品製造業 9 1 4 0 0 1 0 55.6% 

食品卸売業 52 6 13 0 1 4 3 38.8% 

食品小売業 154 16 43 0 4 6 1 38.6% 

外食産業 126 13 21 0 8 4 1 27.2% 

計 341 36 81 0 13 15 5 34.8% 

東北 

食品製造業 10 2 2 0 0 1 1 44.4% 

食品卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

食品小売業 137 34 28 0 1 2 1 45.6% 

外食産業 105 15 21 0 4 2 0 34.3% 

計 252 51 51 0 5 5 2 40.8% 

関東 

（東京） 

食品製造業 22 1 7 0 6 4 1 38.1% 

食品卸売業 9 1 4 0 2 1 0 55.6% 

食品小売業 178 25 65 4 29 13 6 52.3% 

外食産業 400 18 76 11 67 34 13 24.3% 

計 609 45 152 15 104 52 20 33.4% 

関東 

（東京以外） 

食品製造業 43 12 16 1 2 0 2 68.3% 

食品卸売業 41 8 13 0 4 8 1 52.5% 

食品小売業 315 57 68 2 22 8 8 40.7% 

外食産業 384 32 38 1 11 5 5 18.5% 

計 783 109 135 4 39 21 16 31.8% 

北陸 

食品製造業 10 1 4 0 0 0 0 50.0% 

食品卸売業 9 2 2 0 0 0 2 57.1% 

食品小売業 55 12 21 0 2 0 4 64.7% 

外食産業 84 9 8 0 2 2 1 20.5% 

計 158 24 35 0 4 2 7 39.1% 

東海 

食品製造業 13 4 5 0 0 1 0 69.2% 

食品卸売業 81 18 25 0 1 8 3 55.1% 

食品小売業 72 8 25 0 2 1 2 47.1% 

外食産業 141 7 18 1 8 1 1 17.9% 

計 307 37 73 1 11 11 6 36.5% 
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表 3-5 農政局業種別の食品リサイクル法に関する補完調査の回答結果（その２） 

農政局等 業種 送付数 

回答状況 

廃業等 
対象外 

回答率 有効回答 
廃棄量 
不明 

回答 
拒否 

電話 
不通 郵送・

FAX 
電話 

近畿 

食品製造業 32 7 11 0 4 3 1 58.1% 

食品卸売業 130 14 36 0 5 11 2 39.1% 

食品小売業 227 30 78 0 13 0 4 48.4% 

外食産業 323 27 46 1 9 10 2 22.7% 

計 712 78 171 1 31 24 9 35.4% 

中四国 

食品製造業 21 7 4 0 1 1 3 61.1% 

食品卸売業 63 13 22 0 3 2 3 58.3% 

食品小売業 127 30 16 1 5 2 2 36.8% 

外食産業 202 22 21 1 3 2 1 21.4& 

計 413 72 63 2 12 7 9 33.4% 

九州 

食品製造業 44 8 11 0 5 3 3 46.3% 

食品卸売業 119 18 46 0 8 6 1 54.2% 

食品小売業 204 28 40 0 11 1 3 33.8% 

外食産業 202 13 25 0 6 3 4 19.2% 

計 569 67 122 0 30 13 11 33.9% 

沖縄 

食品製造業 3 0 1 0 0 1 0 33.3% 

食品卸売業 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 

食品小売業 19 3 8 1 1 0 0 57.9% 

外食産業 33 3 8 0 1 1 0 33.3% 

計 56 6 17 1 2 2 0 41.1% 

合計 4,200 525 900 24 251 152 85 34.6% 
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アンケート調査及び電話調査で食品廃棄物等の発生量について回答があっ

た事業者の食品廃棄物等の発生状況を表 3-6に、業種別を表 3-7に、農政局業

種別を表 3-8、表 3-9に示す。 

食品廃棄物等を年間 100トン以上発生していると回答した事業者は 68件（実

発送数に対して 1.7％）、100 トン未満は 553 件（実発送数に対して 13.4％）、

食品廃棄物が発生しないと回答した事業者は 417件（実発送数に対して 10.1％）

であった。 

また、リサイクルの取組を実施していると回答した事業者は 642件（実発送

数に対して 15.6％）であった。 

 

表 3-6 食品廃棄物等の発生状況 

農政局等 

食品廃棄物等の発生状況 

100 ﾄﾝ 
以上 

100 ﾄﾝ 
未満 

食品廃棄物 
発生なし 

リサイクルの 
取組有り 

北海道 6 34 40 49 

東北 1 42 26 50 

関東（東京） 18 63 38 119 

関東（東京以外） 13 104 60 114 

北陸 1 19 17 28 

東海 2 36 41 41 

近畿 9 78 88 99 

中四国 4 63 31 61 

九州 13 98 70 72 

沖縄 1 16 6 9 

合計 68 553 417 642 

 

表 3-7 業種別の食品廃棄物等の発生状況 

業種 

食品廃棄物等の発生状況 

100 ﾄﾝ 
以上 

100 ﾄﾝ 
未満 

食品廃棄物 
発生なし 

リサイクルの 
取組有り 

食品製造業 13 38 31 58 

食品卸売業 5 84 131 55 

食品小売業 18 252 214 248 

外食産業 32 179 41 281 

合計 68 553 417 642 
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表 3-8 農政局業種別の食品廃棄物等の発生状況（その１） 

農政局等 業種 

食品廃棄物等の発生状況 

100 ﾄﾝ 

以上 

100 ﾄﾝ 

未満 

食品廃棄物 

発生なし 

リサイクル 

の取組有り 

北海道 

食品製造業 0 1 2 2 

食品卸売業 0 6 11 3 

食品小売業 4 15 22 24 

外食産業 2 12 5 20 

計 6 34 40 49 

東北 

食品製造業 0 3 0 3 

食品卸売業 0 0 0 0 

食品小売業 0 25 22 22 

外食産業 1 14 4 25 

計 1 42 26 50 

関東 

（東京） 

食品製造業 2 2 3 4 

食品卸売業 0 3 2 2 

食品小売業 3 39 26 40 

外食産業 13 19 7 73 

計 18 63 38 119 

関東 

（東京以外） 

食品製造業 3 11 3 17 

食品卸売業 1 6 12 4 

食品小売業 3 53 38 53 

外食産業 6 34 7 40 

計 13 104 60 114 

北陸 

食品製造業 0 1 2 2 

食品卸売業 1 2 1 3 

食品小売業 0 9 12 14 

外食産業 0 7 2 9 

計 1 19 17 28 

東海 

食品製造業 0 4 4 5 

食品卸売業 0 16 23 7 

食品小売業 2 9 12 13 

外食産業 0 7 2 16 

計 2 36 41 41 
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表 3-9 農政局業種別の食品廃棄物等の発生状況（その２） 

農政局等 業種 

食品廃棄物等の発生状況 

100 ﾄﾝ 

以上 

100 ﾄﾝ 

未満 

食品廃棄物 

発生なし 

リサイクル 

の取組有り 

近畿 

食品製造業 3 7 5 12 

食品卸売業 0 12 34 13 

食品小売業 3 31 44 39 

外食産業 3 28 5 35 

計 9 78 88 99 

中四国 

食品製造業 2 2 4 4 

食品卸売業 1 10 14 9 

食品小売業 0 25 11 18 

外食産業 1 26 2 30 

計 4 63 31 61 

九州 

食品製造業 3 7 7 9 

食品卸売業 2 29 34 14 

食品小売業 3 37 25 22 

外食産業 5 25 4 27 

計 13 98 70 72 

沖縄 

食品製造業 0 0 1 0 

食品卸売業 0 0 0 0 

食品小売業 0 9 2 3 

外食産業 1 7 3 6 

計 1 16 6 9 

合計 68 553 417 642 
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3.2 容器包装リサイクル法に関する補完調査 

再商品化義務の履行状況が確認できていない食品関連事業者を対象に、容器

包装リサイクル法に該当する容器包装の使用有無を把握するための郵送アン

ケートを実施した。 

 

3.2.1調査対象事業者の選定 

容器包装リサイクル法補完調査対象事業者（4,000事業者）について、表 3-

10の方法で抽出作業を実施した。 

 

表 3-10 容器包装リサイクル法補完調査の対象事業者選定方法 

 選定方法 実際の作業方法等 

ⅰ) 合併、廃業した事業者を除く。 「新規・合併・廃業フラグ」

により、合併と廃業の事業

者を除外 

ⅱ) 過去に点検指導を実施したことのある事業者を除く。 「指導年月日」にデータが

入っている事業者を除外 

ⅲ) 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と委託契約を

締結していること、又は非申込の手続を行っていることが

一度でも確認できる事業者を除く。 

「申込種別」の各項目にデ

ータが入っている事業者

を除外 

ⅳ) 平成 27 年度から令和 3 年度までに、調査対象から除外し

た事業者を除く。 

調査対象除外者リストに

掲載されている事業者を

除外 

ⅴ) 平成 27 年度から令和 3 年度までに、補完調査又は重点調

査の対象となった事業者を除く。 

平成 27～令和 3 年度の調

査対象事業者を除外 

ⅵ) 業種分類リストに基づき、農林水産省所管の事業を営む事

業者を「製造業」と「商業・サービス業」の 2種類に区分

する。 

「業種名称＿１（主）」か

ら、「製造業」と「商業・

サービス業」に分類 

ⅶ) 再商品化義務の適用除外となる「小規模事業者」に該当す

る事業者を除く。 

＜小規模事業者の基準＞ 

○製造業：従業員 20人以下かつ売上高 240百万円以下 

○商業・サービス業：従業員 5人以下かつ売上高 70百万円

以下 

「従業員数」と「売上高」

から、製造業、商業・サー

ビス業別に、左記の＜小規

模事業者の基準＞に当て

はまる事業者を除外 

ⅷ) 下記の算出式により、事業者ごとの想定委託額を算出し、

その額の上位から 4,000件程度を抽出して「R4調査対象候

補リスト」を作成する。 

＜算出式＞○製造業：売上高×0.4  

左記の＜算出式＞に基づ

き、想定委託額を算出。 

全国の事業者を一括して

想定委託額の降順に並べ
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○商業・サービス業：売上高×0.15  

※算出式に使用する係数（0.4及び 0.15）は、日本容器包

装リサイクル協会の公表データ（H22）を基に算出したも

の。 

替え、上位から 4,000件程

度を抽出 

ⅸ) ⅷ)で作成したリストを農政局等の管轄地域単位に分割

（必要に応じて事業者数を調整）、農政局等へ送付し、調

査対象から除外する必要のある事業者を確認する。 

当初から事業者数が少な

い都道府県や除外される

事業者が多い場合は、下か

ら繰り上げる形で補充 

ⅹ) ⅸ)までで確認の終了したリストにおいて、想定委託額が

高い順に 4,000事業者を補完調査対象、残数を予備として、

調査対象者リストを完成する。 

確認の終了したリストか

ら、上位 4,000事業者を補

完調査対象として抽出 

 

なお、対象選定において以下の点で調整を行った。 

 

上記方法にて、抽出された補完調査対象において、すでに食品リサイクル法

に関する補完調査が実施中で、その回答状況において、調査対象が重複した事

業者からの有効な回答が得られ難いことを推測して、調査対象候補リストを基

本として、対象選定の調整を行った。 

 

「R4調査対象候補リスト」を農政局等に送付し、確認した結果、調査対象候

補事業者で 57 件が除外対象となった。この除外対象事業者を除いて、最終の

調査対象事業者とした。 

 

 

上記調整にて、抽出した補完調査対象事業者数（4,000事業者）を表 3-11に

示す。 
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表 3-11 容器包装リサイクル法補完調査の対象事業者数 

農政局等 業種 候補抽出 除外 追加 調査対象 

北海道 

製造業 44 5 0 39 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 334 2 0 326 

計 378 7 0 365  

東北 

製造業 32 0 0 32  

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 310 0 0 306  

計 342 0 0 338  

関東（東京） 

製造業 6 0 0 6  

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 793 0 1 539  

計 799 0 1 545  

関東（東京以外） 

製造業 54 0 0 53  

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 721 0 0 617  

計 775 0 0 670  

北陸 

製造業 13 1 0 12 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 174 7 0 165 

計 187 8 0 177 

東海 

製造業 11 2 0 9 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 171 5 0 160 

計 182 7 0 169 

近畿 

製造業 18 4 0 14 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 647 18 0 619 

計 665 22 0 633 

中四国 

製造業 31 1 0 31 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 471 12 0 454 

計 502 13 0 485 

九州 

製造業 30 0 0 29 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 514 0 0 504 

計 544 0 0 533 

沖縄 

製造業 7 1 0 6 

商業・ｻｰﾋﾞｽ業 79 0 0 79 

計 86 1 0 85 

合計 4,460 58 1 4,000  
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3.2.2アンケート調査用紙の作成 

補完調査を行うために、依頼文、アンケート調査用紙等を作成し、発送数分

の印刷を行った。作成した用紙を次ページ以降に示す。 

 

ⅰ）依頼文 

ⅱ）アンケート調査用紙 

ⅲ）別紙 

ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 

ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 

 

作成した依頼文、アンケート調査用紙、別紙、返信用封筒を発送用封筒に封

入し、3.2.1章で抽出した補完調査対象事業者へ発送した。 

 

発送日：令和 4年 12月 28日  

 

なお、アンケートの返送方法としては、同封した返信用封筒に入れて発送す

るか、もしくは、そのまま FAXにて回答してもらう方法で行った。 

また、農林水産省ホームページに図 3-2に示すとおり、アンケート実施中の

周知文を掲載した。 

 

図 3-2 農林水産省ホームページ
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ⅰ）依頼文 
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ⅱ）アンケート調査用紙（その１） 
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ⅱ）アンケート調査用紙（その２） 
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ⅲ）別紙（その１） 
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ⅲ）別紙（その２） 
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ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 
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ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 

 

 

  



 

39 

 

3.2.3電話調査 

アンケート調査用紙を発送後、アンケート調査用紙の返信が得られなかった

補完調査対象事業者に対し、電話による督促並びに聞き取り調査を行った。調

査方法を以下に示す。 

なお、調査にあたっては、3.2.1 章で抽出した補完調査対象事業者を回答入

力用のツールへ登録し、郵送等による回答も含めて、全ての調査対象の回答を

ツールで一元管理した。 

電話調査は調査用紙発送後に開始した。 

 

＜電話調査スクリプト＞ 

私、農林水産省からの容器や包装に関する調査を行っております、日本ソ

フト販売の   と申します。 

昨年末に、農林水産省からの容器や包装に関する簡単な調査票をお送りさ

せていただきましたが、現在のところ、まだご回答の確認の取れていない会

社様に、販売の際にレジ袋や紙袋などをご使用かどうかといった簡単な内容

を 2つ 3つほどだけお聞かせいただければということで、お電話いたしまし

た。 

 

・個人のお客様への販売は、行っていますでしょうか。 

 無し ⇒ 通信販売で、個人のお客様へ販売することもございませんでしょ

うか。 

★食品製造会社、市場等、個人向け販売の有無が不明の場合に確認する。 

 製造業でも工場併設の直販店舗がないか聞いてみる。 

通信販売で、個人向け販売を行っていれば調査対象。→容器包装確認へ。 

業務用のみの場合は調査の対象外なのでここで終了。 

 「今回の調査は個人向け販売のみが対象となっておりますので、業務用の

みの場合以上で調査は終了となります。」 最後のご挨拶へ。 

 

・お弁当のようなお持ち帰りの商品の販売や、デリバリーはいかがでしょう

か。 

★飲食店の場合に確認する。お料理のテイクアウトや、調味料、レトルトや 

瓶詰商品等。 

 

■販売の際、容器や包装にガラス・紙・ペットボトル・プラスチックは 

お使いでしょうか？ 

★紙袋、プラスチック容器（レジ袋）、ガラス瓶、ペットボトル等、使用し

ていそうなものを、例を挙げて尋ねていく。ペットボトルは、自社製品を

ペットボトルに入れて販売するもの。 



 

40 

 

★通販で発送の際に使用している容器・包装について確認する。 

ダンボールは対象外。 

 

ありがとうございます。お電話でご回答いただきましたので、調査票は破

棄していただいてかまいません。 

お忙しいところ、ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

 

●調査結果につきましては、すべて統計として処理されます。 

個別の情報が外部に公表されることはありませんので、ご安心下さい。 

セールス目的で使用されることも一切ございません。 

 

●資源廃棄の削減や、リサイクルの促進に向けた取り組みの一環として、 

 調査を行っております。 

 

●「もう送りました」と言われたら… 

 ご協力ありがとうございます。何日頃にお送りいただきましたでしょう

か。（郵送か FAX か？） 

ご返送もまた後程改めて確認させていただきますが、よろしければ念のた

め、 

お電話でも簡単にお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？ 

 

 

【 留守電スクリプト 】 

 私、農林水産省からの調査を実施しております、日本ソフト販売、リサイ

クル調査担当の   と申します。 

 農林水産省からの、容器包装リサイクルの調査票について、確認したいこ

とがありお電話いたしました。 

 お手数ですが、平日の午前 10時から、夕方 5時までに、050-5533-8783へ 

 ご連絡いただけますよう、お願いいたします。失礼いたします。 
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3.2.4補完調査結果 

容器包装リサイクル法に関する補完調査の回答結果を表 3-12 に、業種別を

表 3-13 に、農政局業種別を表 3-14 に示す。（回答内容に関する割合は、全て

廃業等対象外事業者を除いた実発送数 3,952件に対する割合とする。） 

容器包装の使用の有無が把握できた回答を有効回答とし、有効回答数は郵

送・FAX が 390 件（実発送数に対して 9.9%）、電話調査が 1,028 件（実発送数

に対して 26.0%）で合計 1,418件(実発送数に対して 35.9%)であった。 

 

表 3-12 容器包装リサイクル法に関する補完調査の回答結果 

農政局等 送付数 

有効回答 

回答 
拒否 

その他 
（廃業・
不通等） 

回答率 郵送・
FAX 

電話 

  

容器包装 
使用あり 

容器包装 
使用無し 

北海道 365 44 81 53 28 8 2 34.3% 

東北 338 37 102 61 41 6 2 41.4% 

関東（東京） 545 30 160 101 59 9 8 35.4% 

関東（東京以外） 670 81 149 110 39 41 7 34.7% 

北陸 177 31 53 42 11 2 1 47.7% 

東海 169 14 50 38 12 10 2 38.3% 

近畿 633 49 165 121 44 10 11 34.4% 

中四国 485 56 106 75 31 3 3 33.6% 

九州 533 43 129 102 27 7 11 33.0% 

沖縄 85 5 33 19 14 3 1 45.2% 

合計 4,000 390 1,028 722 306 99 48 35.9% 

 

 

表 3-13 業種別の容器包装リサイクル法に関する補完調査の回答結果 

業種 送付数 

有効回答 

回答 
拒否 

その他 
（廃業・
不通等） 

回答率 郵送・
FAX 

電話 
  

容器包装 
使用あり 

容器包装 
使用無し 

製造業 231 55 63 30 33 10 5 52.2% 

商業・サービス業 3,769 335 965 692 273 89 43 34.9% 

合計 4,000 390 1,028 722 306 99 48 35.9% 
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表 3-14 農政局業種別の容器包装リサイクル法に関する補完調査の回答結果 

農政局等 業種 送付数 

有効回答 

回答 

拒否 

その他 

（廃業・ 

不通等） 

回答率 郵送・ 

FAX 
電話 

  

容器包装 

使用あり 

容器包装 

使用無し 

北海道 

製造業 39 11 8 3 5 1 0 48.7% 

商業・サービス業 326 33 73 50 23 7 2 32.7% 

計 365 44 81 53 28 8 2 34.4% 

東北 

製造業 32 8 11 2 9 0 1 61.3% 

商業・サービス業 306 29 91 59 32 6 1 39.3% 

計 338 37 102 61 41 6 2 41.4% 

関東 

（東京） 

製造業 6 0 3 2 1 1 1 60.0% 

商業・サービス業 539 30 157 99 58 8 7 35.2% 

計 545 30 160 101 59 9 8 35.4% 

関東 

（東京以外） 

製造業 53 11 17 7 10 5 1 53.8% 

商業・サービス業 617 70 132 103 29 36 6 33.1% 

計 670 81 149 110 39 41 7 34.7% 

北陸 

製造業 12 7 2 2 0 0 0 75.0% 

商業・サービス業 165 24 51 40 11 2 1 45.7% 

計 177 31 53 42 11 2 1 47.7% 

東海 

製造業 9 1 4 2 2 1 1 62.5% 

商業・サービス業 160 13 46 36 10 9 1 37.1% 

計 169 14 50 38 12 10 2 38.3% 

近畿 

製造業 14 3 7 7 0 2 0 71.4% 

商業・サービス業 619 46 158 114 44 8 11 33.6% 

計 633 49 165 121 44 10 11 34.4% 

中四国 

製造業 31 10 3 0 3 0 0 41.9% 

商業・サービス業 454 46 103 75 28 3 3 33.0% 

計 485 56 106 75 31 3 3 33.6% 

九州 

製造業 29 4 6 4 2 0 1 35.7% 

商業・サービス業 504 39 123 98 25 7 10 32.8% 

計 533 43 129 102 27 7 11 33.0% 

沖縄 

製造業 6 0 2 1 1 0 0 33.3% 

商業・サービス業 79 5 31 18 13 3 1 46.2% 

計 85 5 33 19 14 3 1 45.2% 

合計 4,000 390 1,028 722 306 99 48 35.9% 

  




